
○

証
券
先
物
取
引
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
）

（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
同
上
）

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
取
引
）

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
取
引
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
同
上
）

一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先

一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先

物
取
引
」
と
い
う
。
）

先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ

物
取
引
」
と
い
う
。
）

先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ

る
も
の
の
う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
等
の
た
め

る
も
の
の
う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
等
の
た
め

金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有

金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有

価
証
券
指
数
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日

価
証
券
指
数
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日

を
同
一
と
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ

を
同
一
と
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
百
五
十
二
条
第
一

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
第

項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
の
認
可
」

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
の
認
可

と
い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
買
建
玉
（
取
引
の

」
と
い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
買
建
玉
（
取
引

決
済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、

の
決
済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
と
な
る
取
引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い

に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
と
な
る
取
引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付
け
（
有

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付
け
（

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
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指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
と
な
る
取
引

定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
と
な
る
取

を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ
る

引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ

場
合

る
場
合

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ

ン
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、

ン
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、

オ
プ
シ
ョ
ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
を
し
た
者
が
当
該
行
使
に
よ
り

オ
プ
シ
ョ
ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
を
し
た
者
が
当
該
行
使
に
よ
り

成
立
す
る
取
引
に
お
い
て
売
主
（
法
第
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る

成
立
す
る
取
引
に
お
い
て
売
主
（
法
第
二
条
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る

取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値

取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の

地
位
を
取
得
す
る
か
買
主
（
法
第
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引

地
位
を
取
得
す
る
か
買
主
（
法
第
二
条
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引

に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上

に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上

回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地

回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地

位
を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方

位
を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方

の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又
は
有
価
証
券
指
数
を
い

の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又
は
有
価
証
券
指
数
を
い

う
。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に

う
。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に

お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
金
融
庁

お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
金
融
庁

長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買
建
玉

長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買
建
玉

が
同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建
玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

が
同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建
玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
方
法
）

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
方
法
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
同
上
）

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合

証
券

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
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員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
他
の
会
員
等
を
清
算
会
員
等
（
会
員
等
が

員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

他
の
会
員
等
に
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
委
託
す
る
場
合
の
当
該
他
の
会
員
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
届
け
出
た
場
合
を
除
く
。
）

当
該
証
券

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券

（
新
設
）

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
が
他
の
会
員
等
を
清
算
会
員
等
と
し
て
届

け
出
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該
証
券
先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
及

び
当
該
会
員
等
が
届
け
出
た
清
算
会
員
等

三

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券
先
物
取
引
等

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合

証
券
先
物
取
引
等

を
受
託
し
た
会
員
等
が
他
の
会
員
等
を
清
算
会
員
等
と
し
て
届
け
出
た
場
合

に
係
る
取
次
者
及
び
当
該
証
券
先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等

を
除
く
。
）

証
券
先
物
取
引
等
に
係
る
取
次
者
及
び
当
該
証
券
先
物
取
引

等
を
受
託
し
た
会
員
等

四

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券
先
物
取
引
等

（
新
設
）

を
受
託
し
た
会
員
等
が
他
の
会
員
等
を
清
算
会
員
等
と
し
て
届
け
出
た
場
合

に
限
る
。
）

証
券
先
物
取
引
等
に
係
る
取
次
者
、
当
該
証
券
先
物
取
引
等

を
受
託
し
た
会
員
等
及
び
当
該
会
員
等
が
届
け
出
た
清
算
会
員
等

２

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
引
証
拠
金

（
新
設
）

の
預
託
を
受
け
る
と
き
は
、
証
券
先
物
取
引
等
を
行
う
会
員
等
そ
の
他
の
同
項

各
号
に
定
め
る
者
に
代
え
て
、
当
該
会
員
等
が
届
け
出
た
清
算
会
員
等
か
ら
当

該
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
券
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

（
証
券
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
同
上
）
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一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
会
員
等
が
受
託

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
会
員
等
が
受
託

し
た
証
券
先
物
取
引
等
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
委
託
証
拠
金
の
預

し
た
証
券
先
物
取
引
等
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
委
託
証
拠
金
の
預

託
を
受
け
て
行
う
と
き
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
会
員
等
か

託
を
受
け
て
行
う
と
き
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
会
員
等
か

ら
預
託
を
受
け
た
取
引
証
拠
金
並
び
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
同
項

ら
預
託
を
受
け
た
取
引
証
拠
金

及
び
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
清
算
会
員
等
か
ら
預
託
を
受
け
た
取

引
証
拠
金

三
、
四

（
略
）

三
、
四

（
同
上
）

２
、
３

（
略
）

２
、
３

（
同
上
）
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